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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 トレンドマイクロ株式会社

証券コード 4704

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 テンプルトン･インベストメント･カウンセル･エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国　33301、フロリダ州、フォート･ローダデイル、セカ

ンドストリート、サウスイースト300

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号　アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 
２【提出者（大量保有者）／２】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）

住所又は本店所在地
カナダ　M2N OA7、オンタリオ州、トロント、スイート1200、ヤング・

ストリート5000

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号 アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 
３【提出者（大量保有者）／３】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）

住所又は本店所在地 バハマ連邦、ナッソー、ライフォード･ケイ、BOX N-7759

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号 アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900
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４【提出者（大量保有者）／４】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 フランクリン･テンプルトン･インベストメント･マネジメント･リミテッド

（Franklin Templeton Investment Management Limited）

住所又は本店所在地 英国　EH3　8BH、スコットランド、エディンバラ、モリソン･ストリー

ト5

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号 アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 
５【提出者（大量保有者）／５】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
テンプルトン･アセット･マネジメント･リミテッド

（Templeton Asset Management Ltd.）

住所又は本店所在地
シンガポール共和国　038987、サンテック･タワー･ワン＃38-03、テマ

セク･ブルヴァ－ル７

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号 アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 
６【提出者（大量保有者）／６】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
フランクリン・テンプルトン・ポートフォリオ・アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国　94403-1906、カリフォルニア州、サン･マテオ、ワ

ン・フランクリン・パークウェイ

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区六本木一丁目９番10号 アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 

 
第３【訂正事項】

訂正される報告書の報告義務発
生日

平成25年12月11日（提出日:平成25年12月17日、変更報告書No.6）

訂正理由 平成25年12月17日付けにて変更報告書No.6を提出いたしましたが、記
載に誤りがありましたので以下の通り訂正いたします。（下線部分が
訂正箇所）
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（訂正前）
 

＜前略＞
第２【提出者に関する事項】

＜中略＞
６【提出者（大量保有者）／６】

＜中略＞
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

  法第27条の23

 第３項本文

法第27条の23

第３項第１号

法第27条の23

第３項第２号

株券又は投資証券等（株・口）        0

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        268,403

株券関連預託証券 D      K 0

株券信託受益証券         

株券関連信託受益証券 E      L  

対象有価証券償還社債 F      M 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 268,403

信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数

R
-

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

S

-

保有株券等の数（総数）

(O+P+Q-R-S)

T
268,403

保有潜在株式の数

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

U
-

＜中略＞
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外
取引の別

取得又は
処分の別

単価

2013年10月14日 株券預託証券 33株 0.00％ 市場外 処分

3,896.55円
（2013年12月
11日現在の株
式会社みずほ
銀行公示相場
（仲値）1ド
ル＝102.92円
で換算。以下
同様。）

＜中略＞

2013年12月10日 株券預託証券 30株 0.00％ 市場外 処分 3,842.00円

＜中略＞
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円) ‐

借入金額計(X)(千円) -

その他金額計(Y)(千円) 668,980（2013年12月11日現在の株式会社みずほ銀行公示相場（仲値）
1ドル＝102.92円で換算）
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上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y) 668,980

＜中略＞
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

＜中略＞
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】

  法第27条の23
 第３項本文

法第27条の23
第３項第１号

法第27条の23
第３項第２号

株券又は投資証券等（株・口）        15,089,290

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券
カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        268,403

株券関連預託証券 D      K 0

株券信託受益証券         

株券関連信託受益証券 E      L  

対象有価証券償還社債 F      M 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 15,357,693

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R
-

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S
-

保有株券等の数（総数）
(O+P+Q-R-S)

T
15,357,693

保有潜在株式の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

U
-

＜中略＞
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名 保有株券等の数（総

数）（株・口）

株券等保有割

合（％）

テンプルトン･インベストメント･カウンセル･

エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

9,868,600 7.03％

フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）
2,581,930 1.84％

テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）
1,754,220 1.25％

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメン

ト・リミテッド

（Franklin Templeton Investment Management Limited）

646,600 0.46％

テンプルトン･アセット･マネジメント･リミテッド

（Templeton Asset Management Ltd.）
237,940 0.17％

EDINET提出書類

テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー(E06461)

訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）

5/8



フランクリン･テンプルトン･ポートフォリオ・

アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）

268,403 0.19％

合　計 15,357.693 10.95％

 
＜後略＞

 
 
（訂正後）
 

＜前略＞
第２【提出者に関する事項】

＜中略＞
６【提出者（大量保有者）／６】

＜中略＞
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

  法第27条の23

 第３項本文

法第27条の23

第３項第１号

法第27条の23

第３項第２号

株券又は投資証券等（株・口）        0

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        268,456

株券関連預託証券 D      K 0

株券信託受益証券         

株券関連信託受益証券 E      L  

対象有価証券償還社債 F      M 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 268,456

信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数

R
-

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

S

-

保有株券等の数（総数）

(O+P+Q-R-S)

T
268,456

保有潜在株式の数

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

U
-

＜中略＞
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外
取引の別

取得又は
処分の別

単価

2013年10月14日 株券預託証券 33株 0.00％ 市場外 処分

3,896.55円（2013
年12月11日現在の
株式会社みずほ銀
行公示相場（仲
値 ）1 ド ル ＝
102.92円で換算。
以下同様。）
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＜中略＞

2013年12月10日 株券預託証券 30株 0.00％ 市場外 処分 3,842.00円

2013年12月11日 株券預託証券 131株 0.00％ 市場外 取得 3,808.04円

2013年12月11日 株券預託証券 78株 0.00％ 市場外 処分 3,796.72円

＜中略＞
 (7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円) ‐

借入金額計(X)(千円) -

その他金額計(Y)(千円) 685,867（2013年12月11日現在の株式会社みずほ銀行公示相場（仲値）
1ドル＝102.92円で換算）

上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y) 685,867

＜中略＞
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

＜中略＞
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】

  法第27条の23
 第３項本文

法第27条の23
第３項第１号

法第27条の23
第３項第２号

株券又は投資証券等（株・口）        15,089,290

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券
カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        268,456

株券関連預託証券 D      K 0

株券信託受益証券         

株券関連信託受益証券 E      L  

対象有価証券償還社債 F      M 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 15,357,746

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R
-

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S
-

保有株券等の数（総数）
(O+P+Q-R-S)

T
15,357,746

保有潜在株式の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

U
-

＜中略＞
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名 保有株券等の数（総

数）（株・口）

株券等保有割

合（％）

テンプルトン･インベストメント･カウンセル･

エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

9,868,600 7.03％

フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）
2,581,930 1.84％

テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）
1,754,220 1.25％
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメン

ト・リミテッド

（Franklin Templeton Investment Management Limited）

646,600 0.46％

テンプルトン･アセット･マネジメント･リミテッド

（Templeton Asset Management Ltd.）
237,940 0.17％

フランクリン･テンプルトン･ポートフォリオ・

アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）

268,456 0.19％

合　計 15,357,746 10.95％

 
＜後略＞
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